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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
の
随
意
契
約
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

随
意
契
約
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
二
月
よ
り
、
平
成
十
七
年
度
実
績
を
基
に
見
直
し
作
業
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
十
七
年
度
以
降
三
箇
年
度
の
契
約
数
、
契
約
額
等
の
計
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

平
成
十
五
年
度
及
び
平
成
十
六
年
度
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
作
業
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
計
数
を
把
握
し
て
い
な
い
。

国
の
総
契
約
数

平
成
十
七
年
度

十
八
・
五
万
件
、
平
成
十
八
年
度

十
七
・
四
万
件
、
平
成
十
九
年
度

十
七
・
九

万
件国

の
総
契
約
額

平
成
十
七
年
度

七
・
三
兆
円
、
平
成
十
八
年
度

七
・
六
兆
円
、
平
成
十
九
年
度

八
・
四
兆
円

随
意
契
約
の
総
契
約
数

平
成
十
七
年
度

十
・
一
万
件
、
平
成
十
八
年
度

八
・
九
万
件
、
平
成
十
九
年
度

八
・
二

万
件随

意
契
約
の
総
契
約
額

平
成
十
七
年
度

三
・
九
兆
円
、
平
成
十
八
年
度

四
・
〇
兆
円
、
平
成
十
九
年
度

四
・
二

兆
円国

の
総
契
約
数
の
う
ち
随
意
契
約
の
契
約
数
が
占
め
る
割
合

平
成
十
七
年
度

五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
八
年
度

一



五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
度

四
十
六
パ
ー
セ
ン
ト

国
の
総
契
約
額
の
う
ち
随
意
契
約
の
契
約
額
が
占
め
る
割
合

平
成
十
七
年
度

五
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
八
年
度

五
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
九
年
度

五
十
一
パ
ー
セ
ン
ト

な
お
、
契
約
数
及
び
契
約
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
度
に
お
い
て
締
結
し
た
支
出
原
因
契
約（
少
額
随
意
契
約
等
を
除
く
。
）

で
あ
り
、
計
数
は
そ
れ
ぞ
れ
単
位
未
満
を
四
捨
五
入
し
、
随
意
契
約
が
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
四
捨
五
入
前
の
契
約
数

及
び
契
約
額
で
算
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
計
数
は
精
査
に
よ
り
変
動
す
る
場
合
が
あ
る
。

二
に
つ
い
て

随
意
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
会
計
法
令
等
に
基
づ
い
た
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
そ
の
契
約
の
内
容
や
締
結
理
由
に
つ
い
て
も
様
々
で
あ
る
た
め
、
契
約
方
式
を
変
更
し
た
も
の
も
含
め
一
義
的
に
随
意

契
約
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
は
論
じ
得
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
随
意
契
約
に
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
と
考
え

る
契
約
の
契
約
数
及
び
契
約
額
」
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
随
意
契
約
に
つ
い
て
は
、
国
の
契
約
は
一
般
競
争
入
札
が
原
則
で
あ
り
、
随
意
契
約
は
例
外
と
の
原
点

に
立
ち
返
り
、
各
府
省
に
お
い
て
「
随
意
契
約
見
直
し
計
画
」
を
作
成
し
、
真
に
や
む
を
得
な
い
も
の
を
除
い
て
、
競
争
性

二



の
な
い
随
意
契
約
か
ら
一
般
競
争
入
札
等
の
競
争
性
の
あ
る
契
約
方
式
へ
の
計
画
的
な
移
行
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

三
に
つ
い
て

会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
上
、
国
の
契
約
は
一
般
競
争
入
札
が
原
則
で
あ
り
、
随
意
契
約
は
例
外
と

し
て
、
限
定
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
随
意
契
約
は
、
契
約
の
性
質
又
は
目
的
が
競
争
を
許
さ
な
い
場
合
、
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
に
付
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
、
競
争
に
付
す
る
こ
と
が
不
利
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
国
の
行
為
を
秘
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
予
定

価
格
が
少
額
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

清
掃
業
務
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
に
お
い
て
そ
の
た
め
の
作
業
に
多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


